
（1）　平成26年３月31日　月曜日 号外第13号
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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　
　

一

規　
　
　

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
の
三
中
「
附
則
第
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二

第
二
項
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二
か
ら
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
ま
で
」
を
「
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
三
か
ら
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
七
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
の

下
に
「（
条
例
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
六
条
の
四
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
様
式
第
二
十
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
号

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
申
告
書　

そ
の
一

条
例
第
十
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
二

条
例
第
十
四
条
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
三

条
例
附
則
第
十
条
の
十

「
そ
の
三

別
表
様
式
第
六
十
七
号
の
項
中

そ
の
四

を
「
そ
の
三
」
に
改
め
る
。

そ
の
五
」

　

様
式
第
二
十
号
（
そ
の
二
）
を
様
式
第
二
十
号
（
そ
の
三
）
と
し
、
様
式
第
二
十
号
（
そ
の
一
）
の
次
に
次
の
一
様

式
を
加
え
る
。
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号外第13号　平成26年３月31日　月曜日 （2）
様
式
第
20号
（
そ
の
２
）

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
申
告
書

住
宅

の
所

在
地

地
　
番

家
屋
番
号

構
　
造

床
面
積

㎡

新
築
年
月
日

　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
得
年
月
日

　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

耐
震
工
事
着
手

予
定
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日

耐
震
工
事
完
了

予
定
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日

課
税
番
号

徴
収
猶
予
税
額

円
　
　
　
　

徴
収
猶
予
期
間

年
　
　
　
月
　
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で
　
　

備
考

　
宮
城
県
県
税
条
例
第
14条
の
２
の
規
定
に
よ
っ
て
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
を
さ
れ
た
く
申
告
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
　

　
　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

（耐震基準不適合既存住宅用）

　

様
式
第
六
十
二
号
の
二
中
「（第
61条

）」
を
「（第

61条

・第
61条
の
２

）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
六
号
（
そ
の
二
）
中
「第

73条
の
27の
２

」
を
「第

73条
の
27の
３

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
一
）
中
「第

73条
の
27の
３

」
を
「第

73条
の
27の
４

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
二
）
中
「
市
街
地
再
開
発
組
合
等
・
事
業
協
同
組
合
等
」
を
「
再
開
発
会
社
」
に
改
め
、

「地
方
税
法
第
73条
の
27の
４

・
」
を
削
る
。

　

様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
三
）
中
「
農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
並
び
に
」
を
「
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
及

び
」
に
改
め
、「
及
び
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
」
を
削
る
。

　

様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
四
）
及
び
様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
五
）
を
削
る
。

　

様
式
第
七
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（3）　平成26年３月31日　月曜日 号外第13号

様式第74号

ゴ ル フ 場 利 用 税 納 入 申 告 書 申告
期限 　年　月　日

処
理
事
項

カード
No.

カード
区 分 税 目 事務所 課税番号 区 分

  年  月分
処
理
事
項

処 理 加算金 手作業 調定年月日

　　　年　　　月　　　日　　　宮城県　　　　　　　　　　　　　　　　所長　　殿

受  印

付

住 所 TEL（　　　）　　　　　　　

氏 名 又 は 名 称 印　

ゴ ル フ 場 の 名 称 　 通 信 日 付 印

ゴルフ場の所在地 TEL（　　　）　　　　　　　 　 　年　 　月　 　日

区　　　　　　　　分 利　用　人　員 等　　級 税　　率 税　　　　　　　　額

等
級
変
更
な
し
又
は
変
更
前

通 常 分 円　

軽
減
税
率
適
用
分

65 歳 以 上 の 者 円　

知事が定める競技会 円　

幼 稚 園 の 教 員 円　

早 朝 等 円　

区　　　　　　　　分 利　用　人　員 等　　級 税　　率 税　　　　　　　　額

等　

 
級　

 

変　

 

更　

 

⑴

通 常 分 円　

軽
減
税
率
適
用
分

65 歳 以 上 の 者 円　

知事が定める競技会 円　

幼 稚 園 の 教 員 円　

早 朝 等 円　

申 告 納 入 税 額 円　

　（非課税・課税免除適用分）

区　　　　　　　　分 利　用　人　員 区　　　　　　　　分 利　用　人　員

①　18歳未満の者 ④　国民体育大会及びその予選会

②　70歳以上の者 ⑤　学生又は生徒及び引率する教員

③　障　 害 　者 ⑥　④大会における指定練習日
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号外第13号　平成26年３月31日　月曜日 （4）
　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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